
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

規　
　

則

○
熊
本
県
身
体
障
害
者
更
生
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
障
害
保
健
福
祉
課
）　

一

○
熊
本
県
重
度
身
体
障
害
者
授
産
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

一

○
熊
本
県
税
災
害
減
免
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）　

一

　
　

訓　
　

令

○
熊
本
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
税　

務　

課
）　

二

○
熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
出
納
員
等
及
び
場
所
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
の
一
部

　

を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

　

熊
本
県
身
体
障
害
者
更
生
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
六
十
一
号

　
　
　

熊
本
県
身
体
障
害
者
更
生
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
身
体
障
害
者
更
生
施
設
規
則
（
平
成
元
年
熊
本
県
規
則
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

　

第
四
条
の
見
出
し
中
「
及
び
科
目
」
を
削
り
、
同
条
中
「
及
び
科
目
」
を
削
り
、
同
条
第
三
号
イ
か
ら

ニ
ま
で
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
重
度
身
体
障
害
者
授
産
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
六
十
二
号

　
　
　

熊
本
県
重
度
身
体
障
害
者
授
産
施
設
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
重
度
身
体
障
害
者
授
産
施
設
規
則
（
昭
和
五
十
六
年
熊
本
県
規
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
号
中
「
い
草
加
工
科
」
を
「
花
む
し
ろ
製
造
加
工
科
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
武
道

具
製
作
科
」
を
「
自
動
車
部
品
加
工
科
」
に
改
め
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

三　

軽
作
業
科

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
税
災
害
減
免
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
県
規
則
第
六
十
三
号

　
　
　

熊
本
県
税
災
害
減
免
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
税
災
害
減
免
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
熊
本
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
記
第
一
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
二
号
様
式
中
「昭

和

」
を
削
り
、
「殿

」
を
「様

」
に
、

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
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和
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」

「左
に
代
り
取
得
し
た
不
動
産

」
を
「左

に
代
わ
り
取
得
し
た
不
動
産

」
に
改
め
る
。

　

別
記
第
三
号
様
式
中
「昭

和

」
を
削
り
、
「殿

」
を
「様

」
に
、
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に
改
め
る
。
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附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　熊

本
県
訓
令
第
四
十
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

出

先

機

関

　

熊
本
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子　
　
　

　
　
　

熊
本
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
熊
本
県
訓
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
十
九
条
の
見
出
し
を
「（
自
動
車
税
申
告
書
及
び
報
告
書
の
取
扱
い
）
」
に
改
め
、
同
条
本
文
中

「（
規
則
別
記
第
四
十
六
号
様
式
）
」
を
「（
報
告
書
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
納
付
額
」
を
「
税

額
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
中
「
納
付
額
」
を
「
税
額
」
に
、
「
第
百
二
十
九
条
の
八
第
三
項
」
を
「
第

百
二
十
九
条
の
八
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
号
中
「
の
収
納
印
表
示
欄
」
を
削
る
。

　

第
九
十
二
条
中
「（
修
正
）
」
及
び
「（
規
則
別
記
第
四
十
六
号
様
式
及
び
規
則
別
記
第
四
十
七
号
の
九

様
式
）
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

熊
本
県
訓
令
第
四
十
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
庁
各
部
課
（
総
室
・
室
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各

地

方

出

先

機

関

　

熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
出
納
員
等
及
び
場
所
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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月
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被
害
を
受
け
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年
　
　
月
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月
　
日

被
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を
受
け
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年
　
　
月
　
　
日

昭
和
　
　
年
　
　
月
　
　
日

昭
和
　
年
　
月
　
日

取
　
得
　
年
　
月
　
日

を

　
　
　

年
　

月
　

日
　
　
年
　
月
　
日

取
　
得
　
年
　
月
　
日

に
、

昭
和
 年
 月
 日

徴
税
令
書
を
う
け

と
つ
た
年
月
日
　

第
　
　
号

令
書
番
号

昭
和
　
年
度

減
免
を
う
け
よ

う
と
す
る
年
度

　
年
　
月
　
日

納
税
通
知
書
を
う
け

と
つ
た
年
月
日

第
　
　
号

納
税
通
知
書

番
号

年
度

減
免
を
う
け
よ

う
と
す
る
年
度

熊
登
録
番
号

登
録
番
号

昭
和
　
　
　
年

　
月
　

日
取
得
年
月
日

　
　
　
　
　
年

　
月
　

日
取
得
年
月
日

昭
和
　
年
　
月
　
日

災
害
を
う
け
た

　
年
　
　
月
　
　
日

 
 
 
年
　
月
　
日

災
害
を
う
け
た

　
　
年
　
　
月
　
　
日

訓　
　
　
　

令



　
　

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子　
　
　

　
　
　

熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
出
納
員
等
及
び
場
所
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
の
一
部

　
　
　

を
改
正
す
る
訓
令

　

熊
本
県
税
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
三
項
の
出
納
員
等
及
び
場
所
の
指
定
に
関
す
る
訓
令
（
昭
和
三
十

八
年
熊
本
県
訓
令
甲
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
「
収
税
第
一
課
」
を
「
総
務
課
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
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